
訪問看護重要事項説明書（医療保険） 

１ 訪問看護事業者（法人）の概要 

名称・法人種別 医療法人  稲門会 

代表者名 理事長   岡山達志 

所在地・連絡先 

（住所） 京都市左京区岩倉上蔵町１０１ 

（電話） ０７５ ７１１ ２１７１ 

（FAX） ０７５ ７２２ ７８９８ 

２ 事業所の概要 

（１）事業所名及び事業所番号 

事業所名 医療法人  稲門会 訪問看護ステーション つばさ  

所在地・連絡先 

（住所） 京都市伏見区竹田段川原町 236 番地 

           竹田駅前第 1 ビル 401 号室  

（電話） ０７５ ６４７ ７１００ 

（FAX） ０７５ ６４７ ７１１０ 

介護保険事業所事業者番号 京都市指定 ２６６０９９０５３８号 

管理者の氏名      加茂 有紀浩 

 

（２）訪問看護ステーションの職員体制    

職種 

 

人員 人員 計 

常勤 非常勤 

管理者 １名   １名 

看護師 ７名   名 ７名 

作業療法士 名  名  名 

合計      名 

     

（３）営業日のご案内 

   営業日   ： 月曜日から土曜日まで 

   休業日   ： 日曜日、祝日、12 月 30 日～1 月４日  

   営業時間 ： 午前８時４５分から午後 5 時まで 

   ※２４時間対応体制加算契約利用者に対して、２４時間体制にて電話でのご相談及び緊急時訪問を致

します。営業時間外には ０８０－４６２４－５２０４ にご連絡ください。 

   

（４）営業地域 

   京都市の次の区域とします。 

伏見区 南区 山科区 東山区 （北は四条通りまで）西京区（国道九号線より南） 

但し、この他の地区に関してもご相談に応じます。 

 

３  訪問看護サービスの内容 

  ・病状や身体状況の観察、健康管理         ・精神疾患の方への看護 

  ・認知症の方への看護               ・薬を飲み忘れる方への援助 

  ・日常生活への助言や生活力回復ためのお手伝い    ・在宅療養に関するご相談や助言 



 

４ 苦情のご相談は 下記までご連絡ください 

  担当窓口  ＴＥＬ（０７５） ６４７ ７１００ 

   担当者    加茂 有紀浩 

   相談時間  ９：００から１７：００ 

 

５ 緊急時等における対応 

  訪問看護の提供を行っている際に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、必要な手当てを臨機 

応変に行うとともに、速やかにご家族、主治医に連絡を行います。 

主治医への連絡が困難な場合は緊急搬送等の必要な措置を講じます。 

 

６ 事故発生時の対応 

 （１）利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該利用者 

    のご家族、当該利用者に係る居宅支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

 （２）利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やか 

    に行います。 

 

７  虐待の防止 

 利用者の人権擁護、虐待防止等のため、以下の措置を講じます。 

（１） 虐待防止のための指針を整備し、職員に対し周知徹底を図ります。 

（２） 虐待防止のための研修を定期的に実施するとともに、措置を適切に実施するための担当者を 

おくものとします。 

（３） 事業所は、利用者が当該事業所職員又は擁護者（利用者のご家族等現に擁護する者）による虐待を 

発見した場合は、速やかに市町村に通報します。 

 

８ 身体拘束 

 事業所は、利用者または利用者等の清明又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束そ

の他の行動を制限する行為は行いません。 

 

９ 個人情報利用の目的 

 個人情報保護のため「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取り扱いのためのガイダンス」を遵守します。 

当事業において利用者の個人情報使用目的は以下のとおりです。 

（１） 当事業所が利用者等に提供するサービス 

（２） 業務の改善、維持のための資料 

（３） 居宅介護支援事業所や医療機関等に対する情報提供 

（４） 学生等の教育実習協力 

（５） 保険請求業務 

（６） 業務上必要な行政への対応 

（７） 家族へ心身の状況説明および家族からの問い合わせ対応 

（８） 損害賠償保険等に係る保険会社への相談又は届出 

（９） 第三者評価及び外部監査 



 

１０ 衛生管理等 

  従業員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。 

１事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。 

２事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ医療衛

生課の助言、指導を求めるものとします。 

（１） 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催

し、その結果について、従業員に周知徹底を図ります。 

（２） 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

（３） 従業員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１１ 業務継続計画の策定等 

 事業所は、感染症や非常災害が発生時において、利用者に必要な訪問看護を継続的に実施できるための、及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務再開計画」という）を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講じます。 

次の措置を講じます。 

（１） 感染対策・業務継続に関する定期的な会議の開催 

（２） 感染対策・業務継続に関する指針の整備 

（３） 定期的な研修及び訓練の実施 

（４） 職員個人の健康管理 

（５） 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

（６） 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１２ 地域との連携 

 事業所は、利用者が安心して日常生活を営むことがきるよう、地域の多様な機関と連携を図ります。 

 介護関連事業所・施設、障害福祉サービス事業所・施設、行政・地域包括支援センター等と情報を共有し、

連携を図ります。 

 

１３ 担当の訪問看護員 

 ・ あなたの担当者は                        です。 

・ 事業者の都合により担当を交代することがあります。担当を交代する場合はご利用者及びそのご家族に 

対して不利益が生じないよう十分配慮するものとします。 

 ・ 訪問看護員は、身分証明書を携帯します。必要な場合は提示をお求め下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１４ ご利用に当たってのお願い 

・ 保険証や医療受給者証等を確認させていただきます。これらの書類について内容に変更の生じた場合

は、必ずお知らせ下さい。 

・ 台風や地震など予期せぬ自然災害により交通機関に重大な支障が発生した場合、訪問時間・曜日変更

の相談をさせていただく場合があります。 

・ 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の訪問看

護員又は当事業所へご連絡ください。 

・ 訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。 

・ 家族の方に対しての訪問看護を行うことは出来ませんのでご了承ください。 

 

 

１５ ご利用料金など 

 医療保険による訪問看護 

訪問看護を利

用できる方 

主治医が訪問看護を必要と判断した方 

（１）介護保険の対象でない（非該当の）方 

（２）介護保険の利用者のうち、厚生労働大臣が定めた疾患や状態の方  



基本利用料 精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）：１日につき 

訪問時間 30 分未満 

4,250 円（週 3 日まで） 

5,100 円（週 4 日目以降） 

     30 分以上  

5,550 円（週 3 日まで） 

6,550 円（週 4 日目以降） 

 

精神基本療養費（Ⅲ）同一建物居住者：１日につき 

訪問時間 30 分未満 

4,250 円（週 3 日まで） 

5,100 円（週 4 日目以降） 

    30 分以上 

5,550 円（週 3 日まで） 

6,550 円（週 4 日目以降） 

 

精神基本療養費（Ⅳ）：入院中における外泊中の訪問１日につき 

8,500 円 

訪問看護管理療養費： 月の 1 日目 

7,670 円 

訪問看護管理療養費１：月の 2 日目以降１日につき 

3,000 円 

 

訪問看護医療 DX 情報活用加算：ひと月につき 

50 円 

訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ：ひと月につき 

780 円 

訪問看護ベースアップ評価料Ⅱ：ひと月につき 

    円 

退院時共同指導加算：退院、退所前の関係者会議に出席した場合１回につき 

8,000 円 

退院支援指導加算：退院、退所日の訪問１日につき 

6,000 円 

情報提供療養費：関係機関へ情報提供をした場合ひと月につき      

1,500 円 

24 時間対応体制加算：ひと月につき 

6,520 円 

 

＊総費用額の１、２、３割（保険の種類によってご負担額が異なります。） 

＊自立支援医療（公費負担）については別途ご相談下さい。 



 夜間の訪問看護  

（１） 夜間（午後６時から午後８時まで）早朝（午前６時から午前８時まで）に提供

した場合は 1.25 倍の利用料金となります。 

 

（２） 深夜（午後 8 時から午前 6 時まで）に提供した場合は 1.5倍の利用料金とな

ります。 

 交通費 

（１）当事業所の通常のサービス実施地域（営業地域）は原則無料と致します。 

    京都市の次の区域とします。 

東山区、南区、山科区、伏見区 

（２）上記以外の方：訪問に要した交通費は実費を頂きます。 

        尚、自動車を利用した場合は下記の額を頂きます。 

        通常の実施地域から 片道 5 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満  １００円 

        通常の実施地域から 片道 5 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上 10 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満  ２００円 

        通常の実施地域から 片道 10 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上  ３００円 

その他 

    日常生活上必要な物品（おむつ等）は実費を頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 訪問看護契約・同意書 

   

私は訪問看護のサービス内容及び重要事項の説明を受け、これに基づいて契約を結びます。 

また、私の個人情報については、その利用目的に対しての説明を受け、その範囲内で使用することに同意

します。 

   

   利用者（または代理人）       氏名                                      

 

                                 住所                                      

                                電話                                  

 

私（ご家族）の個人情報については、その利用目的に対しての説明を受け、その範囲内で使用することに

同意します。 

   

                     氏名                                      

                                 住所                                      

                                電話                                      

                                                                         

  当事業者は、重要事項説明書に基づいて、訪問看護のサービス内容及び重要事項を説明しました。 

 

事業者 

事業所名     稲門会 訪問看護ステーション つばさ    

        住所       京都市伏見区竹田段川原町 236 番地 

                    竹田駅前第 1 ビル 401 号室 

       管理者氏名       加茂 有紀浩              

              説明者                       

 

情報提供について 

当事業所はよりよい訪問看護サービスを提供する為に、利用者の同意を得て、関係機関からの求めに応じて文

書による情報提供を行います。 

 

（１） 居住地を管轄する市町村（障害保健福祉課）への情報提供に 

１．同意します。 ２．同意しません。（１．２．いずれかに丸をしてください。） 

（２） 入院などによる医療機関への情報提供に 

１．同意します。 ２．同意しません。（１．２．いずれかに丸をしてください。） 

（３）相談支援事業所や居宅介護支援事業所への情報提供に 

１．同意します。 ２．同意しません。（１．２．いずれかに丸をしてください。） 

 

この契約の締結を証するため、本証 2 通を作成し、当事者双方記名のうえ、各自 1 通を所持致します。 

  

契約年月日           年      月      日 


